千葉県　第2次試験
場　　所：千葉県教育会館3階（集団討論・適性検査）　・　県議会棟3階（個人面接）
受付時間：8時10分～8時30分

東京都の人や神奈川県の人はちょっとつらいかもしれない（私は千葉県民だが、朝5時に起きた）。適性検査で隣になった人は、神奈川県に住んでいるらしいが、結局昨晩千葉市のホテルに泊まったそうだ。
状　　況：①8時半で受付終了。②8時40分から諸説明。当日は心理職以外に畜産や機械・化学・水産等、技術職の人たちが来ていた。3グループに分けられ、私たちは午前中に適性検査、午後に集団討論→個人面接という順番になった。（心理の人は11名で、私を含めた受験番号の若い方の6名と、それ以外の5名に割り振られ、私以外の5名は午前が適性検査、午後は個人面接→集団討論だった。以下、私のグループの順番に則って記載する。）ちなみに、心理の辞退者はなんと9名！皆家裁や国Ⅰで内々定が出た人たちなのでしょうか…？やはり地上の１次に受かっている人は、家裁や国Ⅰにも受かっている人が多いのでしょう。
●適性検査（9時10分～11時20分）

検　　査：内田クレペリン（9時10分～10時10分）とMMPI（10時15分～11時15分）。

状　　況：試験区分ごとに分かれ、試験番号順に着席。内田クレペリンは正直疲れる。
●集団討論（13時26分～14時26分）
状　　況：テーマは諸事情により割愛。持ち込んで良いものは、1次試験の合格通知書と一緒に送られてきた課題用紙（課題文と注意事項が書かれており、当日までに情報等をメモしておくことも可能）とハンカチのみ。試験会場には正方形に組まれたテーブル（斜めに配置されているので、一見ひし形に見える）があり、その上にはネームプレートとバッジ（討論中はAさん、Bさんと呼び合うため、ネームプレートとバッジにもAやBと書かれている）、鉛筆2本、消しゴムが置かれている。各自バッジを胸に付け、着席。
　　　　　心理の受験生6名で集団討論を行う。60分以内に話をまとめ、最後に一人が3分以内で発表する（発表の時間も60分に含まれる）。
感　　想：60分は長いようで短い。気がつくと時間がなくなるので、何分までに何をやるか、全員で確認を取ってから始めた方が良い（それか、タイムキーパーの役割を自ら買って出る）。私たちは、実は最後の発表の時間がなくなってしまったのだが、お情けで（？）発表させてもらえた。あと、リーダーシップを取れる人がいないと、途中で話が行き詰る時が多々ある。こればかりはその時のメンバーの性格にもよるので、運もあるかもしれない。自分は司会が上手だと自負している人は、司会役を買って出るのも一つの策かも。テーマが得意な分野だったら、司会は無理でもまとめ役はできると思う。
●個人面接（16時30分～16時50分）
面接時間：約20分

面接室　：面接官は2名（女性1名、男性1名）。受験生と面接官との距離は約4m。けっこう遠く感じる。
全　　体：私が当日最後の面接だったようで、私が呼ばれたときには控え室に誰もいなくて寂しかった。面接官も疲れていたのか、和やかな雰囲気とは程遠かった。質問自体は面接カードに沿ってなされるが、表面的なことしか書いていないと、結構突っ込まれる。特に「なぜ千葉県職員がいいのか」系列の質問は、うわべだけの説明ではなかなか納得してもらえない。ちなみに面接カードには「県政への関心」や「最近読んで特に印象深かったものがあればその書名」など独特な項目があり、結構面接でも聞かれる可能性あり。いい加減に書かない方が良いと思う（そんな人いないかもしれませんが）。
感　　想：①家裁の面接や官庁訪問時の面接の時ほど、厳しい追及はないが、志望動機や千葉県職員に興味を持った理由はしっかり持っておかないと痛い目に会いそう。
　　　　　②意外に前職のことはあまり聞かれなかった。志望動機中心に掘り下げて聞いてくる感じ。
質問事項：左の面接官をA、右をBとする。
　　　　　A：待ち疲れませんでしたか。
　　　　　A：集団討論の感想。
　　　　　A：住所と生年月日。
　　　　　A：併願状況。東京都も法務教官も受かったらどうするか。
　　　　　A：千葉県職員に興味を持った理由。
A：（障害者の支援に興味があると言ったので）大学でも障害者を扱った研究をしていたのか。
　　　　　　A：（先ほどの質問に付随して）大学での研究内容。
A：（「ピアノ経験者はなぜ長い譜面を暗譜できるかという研究を行っていた」と答えたことから）どうして長い譜面を覚えられるのか。
　　　　　　A：その研究を通じて、自分にとって役に立ったことはあったか。

　　　　　　A：障害者の支援に興味を持ったきっかけ。
　　　　　A：なぜ初めから公務員ではなく、民間企業に就職したのか。
　　　　　A：子どもと接したことはあるか。
　　　　　B：（「県政への関心」の項目で、H19年7月に施行された「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を取り上げたことから）その条例の具体的にどこに惹かれたか。
　　　　　（以下、三つ質問が続くが諸事情により割愛。）

　　　　　B：「思い込みで作業を進めることがある」という短所は、どういうときに現れるのか。
　　　　　　B：（前職での失敗経験を話したことから）その失敗から活かせることはあるか。

　　　　　B：（面接カードに書かれている）『児童相談所で出会った子どもたち』という本の内容と、それを読んだ感想。
　　　　　B：千葉県職員になることに向けての抱負、取り組みたいことをPR。
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